
大曲仙北広域市町村圏組合火災予防規則 

 

平成１５年９月２５日 

大曲仙北広域市町村圏組合規則第１２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下

「法」という。）及び大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例（昭和４８年条例第７号。

以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。 

 （措置命令を発した場合における公示の方法） 

第２条 消防法施行規制（昭和３６年自治省令第６号。以下「規則」という。）第１条の規

定による管理者が定める公示の方法は、大曲仙北広域市町村圏組合消防本部の掲示場へ

の掲示その他消防長が別に定める方法とする。 

 （防火対象物の点検基準） 

第３条 規則第４条の２の６第１項第９号に規定する管理者が定める基準は、条例第３章

第１節、第２節及び第３節（第２４条、第２５条、第２７条及び第２８条を除く。）、第

４章並びに第５章に規定する基準とする。 

 （必要な知識及び技能を有するものの指定） 

第４条 条例第３条第２項第３号、第１１号第１項第９号及び第１８条第１項第１３号の

規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。 

 （１） 条例第３条第２項第３号（条例第３条の２第２項、第３条の３第２項、第３条

の４第２項、第４条第２項、第５条第２項、第６条第２項、第７条第２項、第７

条の２第２項、第８条第２項、第８条の２第２項及び第９条の２第２項において

準用する場合を含む。）に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる

者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する

者とする。 

ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者 

  （ア） 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油危機技術管理士資格者証の交

付を受け付けた者 

  （イ） ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３号）に基づく特

級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイ

ラー整備士免許を有する者（条例第４条第２項、第８条第２項及び第８条の２

第２項において条例第３条第２項第３号を準用する場合に限る。） 

イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者 

  （ア） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）に基づく電気主任技術者の資格を

有する者 

  （イ） 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）に基づく電気工事士の資格を有

する者 

（２） 条例第１１条第１項第９号（条例第８条の３第１項及び第３項、第１１条第３

項、第１２条第２項及び第３項、第１３条第２項及び第４項、第１４条第２項、



第１５条第２項並びに第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する

必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に

関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。 

  ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者とする。 

  イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者 

  ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格し

た者（自家用発電設備専門技術者）（条例第１２条第２項及び第３項において条例第

１１条第１項第９号を準用する場合に限る。） 

  エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備資格者講習を修了した者（蓄電池設

備整備資格者）（条例第１３条第２項及び第４項において条例第１１条第１項第９号

を準用する場合に限る。） 

  オ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者（ネオン工

事技術者）（条例第１４条第２項において条例第１１条第１項第９号を準用する場合

に限る。） 

 （３） 条例第１８条第１項第１３号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次

に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を

有する者とする。 

  ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を

受けた者 

 （火災予防上危険な物品） 

第５条 条例第２３条第１項に規定する、消防長又は消防署長が指定する場所に持ち込ん

ではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携

帯するもので軽易なものは、この限りでない。 

 （１） 法別表に掲げる危険物及び条例別表第８に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固

体類及び可燃性液体類 

 （２） 一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）第２条第１号に掲

げる可燃ガス 

 （３） 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２条第１項に掲げる火薬類 

 （がん具用煙火の制限） 

第６条 条例第２６条第１項に規定する火災予防上支障のある場所は、次のとおりとする。 

 （１） 引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所

及びその附近 

 （２） 法第２３条の規定に基づくたき火、又は喫煙の禁止区域 

 （３） 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその周辺 

 （４） 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所 

 （標識類の様式） 

第７条 次表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の標識等の様式は、それぞれ同表右欄

に掲げるとおりとする。 

左  欄 中  欄 右  欄 

条例第８条の３第１項及び 燃料電池発電設備標識 別 表（－）ア 



第３項 

条例第１１条第１項第５号

及び第３号 

変電設備標識 別 表（－）イ 

条例第１１条の２第２項 急速充電設備標識 別 表（－）ウ 

条例第１２条第２項及び第

３項 

内燃機関を原動力とする発

電設備標識 

別 表（－）エ 

条例第１３条第２項及び第

４項 

蓄電池設備標識 別 表（－）オ 

条例第１７条第３号 立入禁止標示 別 表（ニ） 

条例第２３条第２項 禁煙等標識 別 表（三） 

条例２３条第４項 喫煙所表示 別 表（四） 

条例第３１条の２第１号 少量危険物貯蔵取扱所標識 別 表（五）ア 

条例第３３条第２項 

条例第３４条第５号 

指定可燃物貯蔵取扱所標識 別 表（五）イ 

条例第３１条の２第１号 

条例第３３条第２項 

条例第３４条第５号 

「火気厳禁」、「禁水」、「火

気注意」掲示板 

別 表（六） 

条例第４２条 消防用水標識 別 表（七） 

条例第４７条第４号 定員表示板 別 表（八） 

条例第４７条第４号 満員礼 別 表（九） 

 （申請及び届出書の様式） 

第８条 次表の左欄に掲げる条例の規定による中欄の様式は、それぞれ同表右欄に掲げる

とおりとする。ただし、条例第５３条第１号（山野の火入れを除く。）及び同条第４号に

掲げるもので文書をもって届け出るいとまのないときは、口頭で届けることができる。 

区分 左  欄 中  欄 右  欄 

ア 
条例第２３条第１項ただし

書 

裸火使用承認申請書 様式第１号 

イ 
条例第５１条 防火対象物使用開始届出 様式第２号ア・

イ 

ウ 
条例第５２条第１項から第

８号の２まで 

火を使用する設備等の設

置届出 

様式第３号 

エ 
条例第５２条第９号から第

１２号まで 

変電設備等設置届出 様式第４号 

オ 
条例第５２条第１３号 ネオン管灯設備の設置届

出 

様式第５号 

カ 
条令第５２条第１４号 水素ガスを充てんする気

球の設置届出 

様式第６号 

キ 
条例第５３条第１号 火災とまぎらわしい行為

等の届出 

様式第７号 



ク 条例第５３条第１号 山野の火入届出 様式第８号 

ケ 条例第５３条第２号 煙火打上げ仕掛け届出 様式第９号 

コ 条例第５３条第３号 催物開催届出 様式第１０号 

サ 条例第５３条第４号 水道断水減水届出 様式第１１号 

シ 条例５３条第５号 道路工事届出 様式第１２号 

ス 条例第５３条の２ 指定洞道等の届出 様式第１３号 

セ 
条例第５４条第１項 少量危険物等貯蔵取扱い

届出 

様式第１４号 

ソ 
条例第５４条第２項 少量危険物等貯蔵取扱い

廃止届出 

様式第１５号 

タ 
条例第５０条の３第２項 火災予防上必要な業務に

関する計画書 

様式第１８号 

チ 条例第５３条第６号 露店等の開設届出書 様式第１９号 

２ 第１項の表中、区分欄アの項に掲げる申請書は２部提出し、火災予防上支障がないと

認めたとき、１部は様式第１６号の承認印を捺印して副本を交付するものとする。 

３ 第１項の表中、区分欄（アの項を除く。）に掲げる届出書は２部提出し、消防長又は消

防署長が火災予防上特に支障がないと認めたとき、これを受理し、１部に様式第１７号

の届出済印を捺印して副本を交付するものとする。 

 （安全装置） 

第９条 条例第３１条の４第４号（条例第３３条第２項の規定において準用する場合を含

む。）に規定する安全装置は、次の各号の一に該当するものとする。ただし、第４号に掲

げる安全装置は、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限り用いる

ことができる。 

 （１） 自動的に圧力の上昇を停止させる装置 

 （２） 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの 

 （３） 警報装置で安全弁を併用したもの 

 （４） 破壊板 

 （通気管） 

第１０条 条例第３１条の４第４号に規定する通気管を設けるべきタンクは、第四類の危

険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち、次の各号に掲げるものとする。 

 （１） 可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所にあるタンク 

 （２） タンクの容量が１００リットル以上のタンク 

２ 条例第３１条の４第４号（条例第３条第４号において準用する場合を含む。）に規定す

る通気管は、次の各号に該当するものとする。ただし、消防長又は消防署長がタンクの

位置、危険物の品名、数量、取扱い方法等により火災予防上支障がないと認めた場合に

おいては、この限りでない。 

 （１） 直径は２０ミリメートル以上であること。 

 （２） 先端は、屋外にあって建築物の窓、出入口等の開口部から１メートル以上離す

ものとするほか、屋内に設けるタンク及び地下タンクにあっては地上４メートル

以上（引火点が４０度以上１００度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものに



あっては地上２メートル以上）の高さとすること。ただし、引火点が１００度以

上の第４類の危険物のみを１００度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに

設ける通気管にあってはこの限りでない。 

 （３） 雨水の浸入しない構造であること。 

 （４） 滞留するおそれがある屈曲がないこと。 

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第１１条 条例第５４条の３第３項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防

法施行令（昭和３６年政令第３７号）別表第１（１）項から（４）項まで、（５）項イ、

（６）項、（９）項イ、（１６）項イ、（１６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対

象物で、消防法第１７条第１項の政令で定める技術上の基準又は同条第２項の規定に基

づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動

火災報知設備を設置しなければならないもののうち、消防法第４条第１項に規定する立

入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。 

２ 条例第５４条の３第３項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火

対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていな

いこととする。 

 （公表の手続） 

第１２条 条例第５４条の３第１項の公表は、前条第１項の立入検査の結果を通知した日

から１４日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認

められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、大曲仙北広域市町

村圏組合消防本部ホームページへの掲載により行う。 

２ 前項に規定する方法により公表する事項は、次のとおりとする。 

（１） 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 

（２） 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の部分を

含む。） 

 （３） その他消防長が必要と認める事項 

（委任） 

第１３条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

 （大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例施行規則の廃止） 

２ 大曲仙北広域市町村圏組合火災予防条例施行規則（昭和４８年規則第４号）は、廃止

する。 

   附 則（平成１９年４月１日規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２４年１２月１日規則第１５号） 

１ この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。 

２ この規則に施行の際現に設置され、又は設置の工事がなされている急速充電設備のう

ち、改正後の大曲仙北広域市町村圏組合火災予防規則第７条の規定に適合しないものに



ついては、当該規定は、適用しない。 

   附 則（平成２６年７月１日規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和元年７月１日規則第１４号） 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

規制 

事項 
 

区分 

様                   式 

寸法 色 

横 

cm 

縦 

cm 

地 文 

字 

（一） 

ア 

 
イ 

 
ウ 

 
エ 

 
オ 

 

15 

以 

上 

30 

以 

上 

白 黒 

 
 

燃
料
電
池
発
電
設
備 

 
 

標識の文字

は「燃料電

池設備」「燃

料電池発電

所」又は「燃

料電池発電

室」のいず

れでも差し

支えないも

のとする。 

 
 
 
 

変
電
設
備 

 
 

 
 

標識の文字

は「変電設

備」「変電

所」又は「変

電室」のい

ずれでも差

し支えない

も の と す

る。 

 
 
 

急
速
充
電
設
備 

 
 
 

標識の文字

は「急速充

電設備」「急

速充電所」

又は「急速

充電室」で

あること。 

 
 
 
 

発
電
設
備 

 
 
 

 

標識の文字

は「変電設

備」「変電

所」又は「変

電室」のい

ずれでも差

し支えない

も の と す

る。 

 
 
 
 

蓄
電
池
設
備 

 
 

 

標識の文字

は「蓄電池

設備」又は

「蓄電池設

備室」のい

ずれでも差

し支えない

も の と す

る。 

（二） 
 60 

以 
上 

30 
以 
上 

赤 白 

（三） 
  50 

以 
上 

25 
以 
上 

赤 白 

（四） 
 30 

以 
上 

10 
以 
上 

白 黒 

（五） 

ア イ 

30 
以 
上 

60 
以 
上 

白 黒 

（六） 

 
 

30 
以 
上 

60 
以 
上 

赤 白 

 
30 
以 
上 

60 
以 
上 

青 白 

（七）  
標識の記入文字は「貯水槽」「消防用水」又は
「消防水利」のいずれでも差し支えないもの
とする。 

60 
以 
上 

30 
以 
上 

白 赤 

（八） 
 

 
30 
以 
上 

25 
以 
上 

白 黒 

（九） 
 

 
50 
以 
上 

25 
以 
上 

赤 白 

 

危 険 に つ き 
立 入 厳 禁 

火 気 厳 禁 

禁     煙 危 険 物 品 
持 込 み 厳 禁 

喫  煙  所 

禁     水 

火 気 注 意 

貯  水  槽 

定員      名 

只今場内満員につき 
しばらくお待ち下さ 
い。 
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